
さ

す

け

が

や

つ

神
奈
川
・佐
助
ヶ
谷
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
神
奈
川
県
鎌
倉
市
佐
助

一
丁
目

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
〇
年

（平
２
）

一
〇
月
―

一
九
九

一
年

一
一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
佐
助
ヶ
谷
遺
跡
発
掘
調
査
団

４
　
調
査
担
当
者
　
齋
木
秀
雄

５
　
遺
跡
の
種
類
　
寺
院
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
鎌
倉
時
代
―
室
町
時
代

（
〓
一一世
紀
中
頃
―
三
ハ世
紀
初
頭
）

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

調
査
地
は
鎌
倉
市
立
御
成
小
学
校
と
鎌
倉
市
中
央
図
書
館
の
左
背
後
に
あ
る

「佐
助
ヶ
谷
」
内
に
位
置
す
る
。
佐
助
ヶ
谷
は
旧
鎌
倉
を
取
り
囲
む
丘
陵
群
が

複
雑
に
入
り
組
ん
だ
結
果
形
成

さ
れ
た
奥
の
深
い
谷
で
、
ほ
ぼ

真
南
に
向
か
っ
て
開
日
し
て
い

る
。
調
査
面
積
は
約

一
万
♂
で

あ
る
。

調
査
の
結
果
、
八
期
に
わ
た

０

る
地
業
面
を
確
認
し
た
。
各
時

傲

期
の
検
出
遺
構
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

第

一
期
盆

六
世
紀
）―
池

一
基
、
溝
二
条
、
井
戸

一
基
、
小
杭
列

一
基
。
第

二
期

（
一
五
世
紀
後
半
―
三
ハ
世
紀
前
半
）
―
掘
立
柱
建
物

一
棟
、
土
坑
七
基
、

鎌
倉
石
敷
遺
構

一
、
溝
三
条
、
か
わ
ら
け
溜
り

一
。
第
三
期

（
一
四
世
紀
後
半

―
一
五
世
紀
初
頭
）
―
建
物
三
棟
、
溝
四
条
、
井
戸

一
基
、
土
坑

一
〇
基
（
柱

穴
七
〇
基
。
第
四
期

（
一
四
世
紀
中
頃
）
―
建
物
三
棟
、
溝

一
条
、
通
路

一
条
、

池
二
基
、
土
坑
二
〇
基
、
柱
穴
五
〇
基
、
門

一
棟
。
第
五
期

（
一
四
世
紀
前

半
）
―
建
物
四
棟
、
溝

一
条
、
基
壇
遺
構

一
基
、
土
坑
二
〇
基
、
柱
穴

一
一
〇

基
、
門

一
棟
。
第
六
期

（
一
三
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
―
一
四
世
紀
初
頭
）
―
溝

一
条
、

板
壁
掘
立
柱
建
物
四
棟
以
上
、
区
画
を
形
成
す
る
塀
、
道
路
、
石
垣
。
礎
板
多

数
。
第
七
期

（第
六
期
と
同
時
期
）
―
板
壁
掘
立
柱
建
物
二
棟
、
溝

一
条
。
第
八

期

（
〓
二
世
紀
第
Ⅲ
四
半
世
紀
頃
）
―
建
物
四
棟
、
道
路

一
条
、
溝
二
条
、
柱

穴

・
礎
板
多
数
、
井
戸

一
基
。

顕
者
な
出
土
遺
物
と
し
て
は
、
形
代
あ
る
い
は
形
代
と
考
え
ら
れ
る
約

一
五

〇
点
の
木
製
品
が
あ
る
。
遺
構
に
伴
う
も
の
は
少
な
く
、
形
代
の
う
ち
唯

一
意

味
あ
り
げ
な
出
土
状
況
で
確
認
さ
れ
た
の
は
鳥
形
で
、
正
位
置
に
お
か
れ
山
物

内
に
ア
ワ
ビ
と
と
も
に
埋
納
さ
れ
て
い
た
。
本
遺
跡
は
寺
院
跡
の
一
画
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
状
況
が
所
謂

「寺
院
的
な
様
相
」
で
あ
る
の
か
、
街
中
で

一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
様
相
で
あ
る
か
の
判
断
は
で
き
か
ね
る
。
折
敷
、

草
履
芯
、
籠
、
そ
の
他
の
製
品
、
建
築
部
材
ま
で
も
含
め
る
と
出
土
遺
物
の
半

数
以
上
が
木
製
品
で
、
本
遺
跡
の
木
製
品
の
出
土
点
数
は
数
万
点
に
の
ぼ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
本
遺
跡
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
鎌
倉
市
内
各
遺
跡
に
共
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通
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
が
、
大
部
分
の
遺
跡

（地
点
）
で
は
自
然
環
境
の
条

件
に
よ
っ
て
木
製
品
が
残

っ
て
い
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。

木
簡
は
総
計
二
人
点
出
土
し
た
。
内
訳
は
、
第
三
期
の
板
壁
掘
立
柱
建
物
二

の
建
物
内
埋
土
か
ら

一
点
、
土
坑
三
〇
七
か
ら

一
点
、
第
四
期
の
池
二
か
ら
二

点
、
木
器
溜
り
か
ら

一
点
、
土
坑
三
二
七
か
ら

一
点

（将
棋
の
駒
）、
第
五
期
の

溝

一
七
か
ら

一
点
、
土
坑
三
七
七
か
ら
二
点
、
遺
構
外
か
ら
二
点

（物
忌
札
）、

第
六
期
の
板
壁
掘
立
柱
建
物

一
五
の
室
人
か
ら

一
点
、
板
壁
掘
立
柱
建
物

一
四

の
室
二
の
北
半
か
ら

一
点
、
遺
構
外
か
ら
四
点

今
つ
ち
一
百
〔は
呪
符
）、
第
七
期

の
板
壁
掘
立
柱
建
物

一
人
か
ら

一
点
、
板
壁
掘
立
柱
建
物

一
七
の
室

一
か
ら
三

点

で
つ
ち
一
点
は
将
棋
の
駒
。
一
点
は
鶴
の
絵
）、
遺
構
外
か
ら
四
点
、
（う
ち
一
点

は
呪
符
。
一
点
は
絵
）
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
出
土
地
不
詳
の
二
点
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
釈
読
で
き
た
主
な
も
の
を
紹
介
す
る
。

第
三
期
の
板
壁
掘
立
柱
建
物
二
は
、
南
北
約
四

・
五
ｍ
程
、
東
西
幅
は
不
詳

で
、
焼
失
痕
跡
が
あ
る
。
土
坑
三
〇
七
は
東
西

一
。
Ｏ
ｍ
弱
南
北
○

・
九
ｍ
の

不
整
円
形
を
呈
し
、
深
さ
は
約
二
五
伽
。

第
四
期
の
池
二
は
、
方
形
木
組
み
の
護
岸
を
も
つ
も
の
で
、
南
北
四

。
三
ｍ

東
西
九

・
四
ｍ
を
確
認
し
た
。
北
と
東
は
さ
ら
に
調
査
区
外
へ
延
び
る
。
木
器

溜
り
は
、
南
北
約
六

・
五
ｍ
東
西
約
二

・
五
ｍ
で
、
厚
さ
は
約

一
五
伽
あ
る
。

遺
物
は
箸
状
木
製
品
と
経
木
折
敷
が
主
体
を
な
す
。

第
五
期
の
溝

一
七
は
、
溝
幅
二
五
―
四
〇
銀
深
さ
三
〇
伽
の
木
組
み
の
溝
。

土
坑
三
七
七
は
南
北
二

・
九

ｍ
東
西
二

・
六
ｍ
の
不
整
円
形
を
呈
し
、
深
さ
は

一
・
二
ｍ
あ
る
。

第
六
期
の
板
壁
掘
立
柱
建
物

一
五

は
板
壁
で
仕
切
ら
れ
た
九
室
か
ら
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
板
壁
掘
立
柱
建

木
　
物

一
四
は
建
物

一
五
よ
り
新
し
い
時

期
の
構
築
と
考
え
ら
れ
る
が
、
時
間

差
は
あ
ま
り
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

第
七
期
の
板
壁
掘
立
柱
建
物

一
八

は
、
第
六
期
の
板
壁
掘
立
柱
建
物

一

四
の
ほ
ぼ
真
下
で
検
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
検
出

・
確
認
し
た
の
は

一
室
の
み

で
あ
る
。
板
壁
掘
立
柱
建
物

一
七
は
、
第
六
期
の
板
壁
掘
立
柱
建
物

一
三
の
下

で
検
出
し
た
も
の
で
、
三
室
以
上
か
ら
な
る
。

な
お
、
第
人
期
の
遺
構
外
か
ら
は
、
「勧
進
中
道
寺
建
立
／

（塔
の
絵
）
／
合

法
華
文
字
百
□
」
の
印
文
を
も
つ
木
印
が
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

板
壁
掘
立
柱
建
物
二

ω
　
　
「九
番
中
九
郎
殿
剤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（μμ∞）×
〕⇔×
］
ｏＰｏ

池
二



ｒ▲Ч
狂
術
令

日
Ｍ
圏
円
日
日
日
日

日
向
日
日
咽
旧
日
ｑ

１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

聞咽
創
田
田
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板
壁
掘
立
柱
建
物

一
五

０

　

八
日
つ
ち
の
へ
と
ら
」
　
　
　
　
　
　
　
（岸じ
登
睫
康

Ｐ
ｏ

②
　
。
「　
　
妙
法
蓮
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五

名
南
無
妙
法
蓮
華
経
序
品
二
十

一
観
世
音
日
日
日
□

含

や
９

×
〓

×
Ｐ
∞

土
坑
三
七
七

①

　

「
＜
む
さ
し
へ
ま
い
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ∞授
］妥
ト

い
　
　
「
ｏ
（符
篠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（μЮトマ
器
×
ト

第
六
期
遺
構
外

０
　
　
ズ
符
篠
）
急
口
如
律
令
」
　
　
　
　
　
　
　
　
ＰＮ撰
淫
溢

０
　
　
ズ
符
銀
）
急
ヽ
如
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｐ頓⇔Ｘ
鶴
巡

板
壁
掘
立
柱
建
物
一
八

①
　
・
Ｆ

碑
一〔
∝
□

名
□
□
□
　
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ
Ｘ
ЮいいＸ
Ｐ

第
七
期
遺
構
外

①
　
。
「
（符
篠
）
日
日
――
日
聖

。
ズ
符
篠
）
日
日
――
日
翌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ器
×
］ω×
∞
８
Ｐ

い
は
、
上
端
を
方
頭
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
②
は
、
柿
経
で
あ
る
。
上
端
は

方
頭
の
両
端
を
削
り
落
と
し
て
い
る
。
①
は
、
当
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
唯

一
墨

書
の
残
る
荷
札
で
あ
る
。
ω
は
、
上
端
を
直
線
的
に
し
た
方
頭
で
あ
る
。
片
面

に
墨
書
が
残
り
、
「鬼
」
と

「日
」
を
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
半
を
欠

損
し
て
い
る
が
、
上
部
の
中
心
に
直
径
二
血
程
の
穿
孔
を
有
し
、
釘
な
ど
で
打

ち
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
は
、
調
度
品
の
組
物
部
材
片
で
あ
ろ
う
。

丁
寧
に
面
取
り
さ
れ
、
黒
色
系
漆
が
塗
ら
れ
て
い
る
面
に
墨
書
が
認
め
ら
れ
る
。

「八
日
つ
ち
の
へ
登
良

（と
ら
こ

と
記
さ
れ
て
い
る
。
①
は
、
上
端
を
方
頭

に
、
下
端
を
ほ
ぼ
直
線
的
に
し
た
も
の
で
下
端
に
か
け
て
や
や
幅
が
狭
く
な
る
。

片
面
に
は

「山
」
「戸
」
「鬼
」
の
墨
書
が
認
め
ら
れ
、
「急
々
如
律
令
」
と
記

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
０
は
、
上
端
を
圭
頭
に
し
片
面
に

「急
々
如
律
令
」
と

判
読
さ
れ
る
。
①
は
、
経
木
折
敷
の
両
面
に
墨
書
が
認
め
ら
れ
る
。
①
は
、
上

端
を
方
頭
に
、
下
端
を
剣
先
状
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
面
に
墨
書
が
認
め
ら

れ

「
口
」
「戸
」
を
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
恐
ら
く

「急
々
如
律
令
」
と

記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

９
　
関
係
文
献

佐
助
ヶ
谷
遺
跡
発
掘
調
査
団

『佐
助
ヶ
谷
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
全
九

九
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（降
矢
順
子
）

Ｏ
Ｐ
Ｏ

Ｏ
Ｐ
Φ

〇
∞
〕




